
１.財政健全化に向けて
　○消費税率１０％への引き上げは、財政健全化と
社会保障の安定財源確保のために不可欠である。
国民の将来不安を解消するために、「社会保障と
税の一体改革」の原点に立ち返って、２０１９年１０
月の税率引き上げが確実に実施できるよう、経
済環境の整備を進めていくことが重要である。

　○２０１８年度の財政健全化中間目標の設定に伴
い、歳出面では１８年度までの３年間で政策経費
の増加額を１.６兆円（社会保障費１.５兆円、その
他０.１兆円）程度に抑制する目安を示した。今回
の骨太の方針では、消費税率引き上げ延期で中
間目標数字への言及がなかったが、この政策経
費の抑制は確実に行うべきである。

　○財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の
一体的改革によって進めることが重要である。歳
入では安易に税の自然増収を前提とすることな
く、また歳出については、聖域を設けずに分野別
の具体的な削減の方策と工程表を明示し、着実
に改革を実行するよう求める。

　○消費税についてはこれまで主張してきたとおり、
税率１０％程度までは単一税率が望ましいが、政
府は税率１０％引き上げ時に軽減税率制度を導
入する予定としている。仮に軽減税率制度を導入
するのであれば、これによる減収分について安定
的な恒久財源を確保するべきである。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
　○持続可能な社会保障制度の構築は喫緊の課題
であり、「給付」を「重点化・効率化」によって可能
な限り抑制するとともに、適正な「負担」を確保す

る必要がある。
　○少子化対策を含む社会保障のあり方では「自
助」「公助」だけでなく、社会全体で支え合う「共
助」の役割も重要であり、これらの範囲をバラン
スよく見直していく必要がある。

３．行政改革の徹底
　○消費税率１０％への引き上げが再延期された
が、財政健全化と社会保障の安定財源を確保す
るには、増税が不可欠であり、行革の徹底はその
前提である。

　○「行革の徹底」には、地方を含めた政府・議会が
「まず隗より始めよ」の精神に基づいて自ら身を
削ることが何より必要である。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
　○軽減税率は何と言っても事業者の事務負担
が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストお
よび税収確保などの観点から問題が多く、税率
１０％程度までは単一税率が望ましいことを改め
て明確にしておきたい。

　○低所得者対策は現行の「簡素な給付措置」の見
直しで対応するのが適当である。

　○現在施行されている「消費税転嫁対策特別措
置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格
転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をとる
べきである。

５.マイナンバー制度について　
　○マイナンバー制度は２０１６年１月から運用が開
始されたが、国民や事業者が正しく制度を理解し
ているとは言いがたい。政府は引き続き、制度の
意義等の周知に努め、その定着に向けて取り組
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んでいく必要がある。

６.今後の税制改革のあり方　
　○今後の税制改革に当たっては、①経済の持続
的成長と雇用の創出②少子高齢化や人口減少社
会の急進展③グローバル競争とそれがもたらす
所得格差など、経済社会の大きな構造変化④国
際間の経済取引の増大や多様化、諸外国の租税
政策等との国際的整合性――などにどう対応す
るかという視点等を踏まえ、税制全体を抜本的に
見直していくことが重要な課題である。

１．法人実効税率について
　○ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は約２５％、
アジア主要１０カ国の平均は約２２％となっており、
これらと比較すると依然として税率格差が残って
いる。当面は今般の法人実効税率引き下げの効
果等を確認しつつ、将来はさらなる引き下げも視
野に入れる必要がある。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を
時限措置（平成２９年３月３１日まで）ではなく、本
則化する。なお、直ちに本則化することが困難な
場合は、適用期限を延長する。また、昭和５６年以
来、８００万円以下に据え置かれている軽減税率
の適用所得金額を、少なくとも１，６００万円程度
に引き上げる。

　○中小企業投資促進税制については、対象設備
を拡充したうえ、「中古設備」を含める。

　○少額減価償却資産の取得価額の損金算入の
特例については、損金算入額の上限（合計３００万
円）を撤廃する。

　○中小法人課税について、適用される中小法人
の範囲（現行　資本金１億円以下）を見直すこと
が検討されているが、資本金以外の「他の指標
（例えば、所得金額や売上高）」を使用した場合、
毎年度金額が変動する、業種や企業規模によっ
てそれぞれ指標を定める必要がある等、経営面
で混乱が生じることが予想される。このため、中
小企業の活力増大と成長の促進に資する観点か
らも慎重に検討すべきである。

３．事業承継税制の拡充
　○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献し
ており、経済社会を支える基盤ともいえる存在で
ある。その中小企業が相続税の負担等により事
業が継承できなくなれば、我が国経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

　○納税猶予制度の改正で要件緩和や手続きの簡
素化などがなされたが、欧州主要国と比較すると

限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格
的な事業承継税制が必要である。

　○本格的な事業承継税制が創設されるまでの間
は、相続税等の納税猶予制度について要件緩和
と充実を図ることを求める。

　○事業に資する相続については、事業従事を条
件として他の一般財産と切り離し、非上場株式を
含めて事業用資産への課税を軽減あるいは控除
する制度の創設が求められる。

　○円滑な事業承継に資する観点から、取引相場
のない株式の評価のあり方を見直すことが必要
である。

　○地方活性化には、国と地方の役割分担を見直し、
財政や行政の効率化を図る地方分権をさらに進
めねばならないが、同時に現在推進中の地方創生
戦略の深化も極めて重要である。その共通理念と
して指摘しておきたいのは、地方の自立・自助の精
神である。

　○ふるさと納税制度で一部に見られるような換金
性の高い商品券や高額または返礼割合の高い返
礼品を送付するなどの過度な競争には問題があり、
適切な見直しが必要である。

　○異常な水準にまで悪化した我が国財政を考える
と、国だけでなく地方の財政規律の確立も欠かせ
ない。とくに、国が地方の財源を手厚く保障してい
る地方交付税の改革をさらに進め、地方は必要な
安定財源の確保や行政改革についても、自らの責
任で企画・立案し実行していく必要がある。

　○東日本大震災については、被災地の復興、産業
の進展はいまだ道半ばである。今後の復興事業
に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、原
発事故への対応を含めて引き続き、適切な支援
を行う。また、本年４月に起こった熊本地震も含め、
被災地における企業の定着、雇用確保を図る観
点などから、実効性のある措置を講じる。

　○税の意義や税が果たす役割を必ずしも国民が
十分に理解しているとは言いがたい。学校教育
はもとより、社会全体で租税教育に取り組み、納
税意識の向上を図っていく必要がある。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/
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